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骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
（
５
０
０
円
）
…
腕
の

レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
（
一
般
健
康
診
査
を
受
診

す
る
方
で
今
年
度
中
に
20
歳
・
25
歳
・
30
歳
・

35
歳
に
な
る
方
。
②
の
日
程
で
受
診
）　

■他

託
児
あ
り
（
要
予
約
）

▼
メ
ン
ズ
健
診　

■日
11
月
16
日
○月
・
19
日
○木

午
後
１
時
30
分
～
２
時
30
分　

■場
に
こ
♥

ふ

る　

■内
一
般
健
康
診
査
（
レ
デ
ィ
ー
ス
健
診

と
同
じ
）　

■費
１
、
５
０
０
円

▼
共
通　

■対
職
場
等
で
健
診
機
会
の
な
い
昭

和
51
年
４
月
１
日
以
降
生
ま
れ
の
方　

■申
５

月
７
日
○木
～
７
月
31
日
○金
に
健
康
課
☎
内
線

３
７
０
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
生
活
保
護
世
帯
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

方
に
は
減
免
制
度
が
あ
り
ま
す
（
事
前
申
請

必
要
）大

腸
が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン

券
を
４
月
末
に
送
付
し
ま
し
た

　

市
が
実
施
す
る
大
腸
が
ん
検
診
を
受
診
し

た
際
の
自
己
負
担
金
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

■対
今
年
４
月
20
日
現
在
、
本
市
に
住
民
登
録

を
し
て
い
る
次
の
生
年
月
日
の
方　

▽
昭
和

29
年
４
月
２
日
～
同
30
年
４
月
１
日　

▽
同

34
年
４
月
２
日
～
同
35
年
４
月
１
日　

▽
同

39
年
４
月
２
日
～
同
40
年
４
月
１
日　

▽
同

44
年
４
月
２
日
～
同
45
年
４
月
１
日　

▽
同

49
年
４
月
２
日
～
同
50
年
４
月
１
日　

■問
健

康
課
☎
内
線
３
６
７
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市

民
福
祉
課
へ

高
齢
者
・
障
害
者
住
宅
整
備

資
金
の
利
子
補
給

　

高
齢
者
や
障
害
者
向
け
に
住
宅
の
増
築
や

改
造
を
す
る
際
、市
内
の
指
定
金
融
機
関（
漁

協
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
除
く
）
か
ら
融
資
を

受
け
た
場
合
に
、
利
子
の
一
部
を
市
が
補
給

し
ま
す
（
補
給
の
可
否
は
審
査
の
上
決
定
）。

■対
①
満
60
歳
以
上
の
方　

②
身
体
障
害
者
手

帳
１
～
４
級
所
持
者　

③
療
育
手
帳
Ａ
所
持

者　

④
①
～
③
の
い
ず
れ
か
と
同
居
し
て
い

る
方　

■
利
子
補
給
対
象
額　

３
０
０
万
円

以
内　

■
利
率　

１
・
２
５
％
（
変
動
の
場

合
あ
り
）
で
す
が
、
市
で
年
１
・
２
５
％
分

を
利
子
補
給
す
る
た
め
利
子
の
自
己
負
担
は

あ
り
ま
せ
ん　

■
返
済
方
法　

10
年
以
内
で

元
利
均
等
ま
た
は
元
金
均
等
の
月
賦
償
還

■申
高
齢
者
…
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９

３
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

障

害
者
…
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
０
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

在
宅
生
活
支
援
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス

（
自
立
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）

■対
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
ま
た
は
高
齢
者

の
み
の
世
帯
で
、
要
支
援
ま
た
は
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
な
い
が
、
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
障
が
あ
り
、
支
援
・
指
導
が
必
要
な

方　

■内
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
訪
問
し
て
日
常

生
活
や
家
事
（
調
理
・
買
物
等
）
等
を
支
援
・

指
導
。
派
遣
時
間
は
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
午
前
８
時
～
午
後
５
時
。
30
分
１
単

位
で
週
４
単
位
（
２
時
間
）
ま
で
の
利
用

■
自
己
負
担　

１
単
位
１
２
０
円
（
生
活
保

護
世
帯
は
無
料
）　

■申
各
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
本
所
長
寿
介
護
課
☎
内
線
１
９
２

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
助
成

事
業

■対
65
歳
以
上
の
方
で
、
老
衰
や
病
気
等
に
よ

っ
て
理
容
所
や
美
容
院
に
出
向
く
こ
と
が
困

難
な
要
介
護
３
以
上
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方　

■内
１
回
に
つ
き
１
、
０
０
０
円
の
出
張

旅
費
助
成
券
を
交
付
（
年
６
枚
ま
で
）　

■申

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所
長
寿
介

護
課
☎
内
線
１
９
３
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市

民
福
祉
課
へ

耳
と
手
足
の
不
自
由
な
方
の

た
め
の
巡
回
相
談

■日
５
月
13
日
○水
午
後
１
時
～
３
時　

■場
に
こ

♥

ふ
る　

■対
18
歳
以
上
の
方
で
、
新
た
に
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
い
方
、
交

付
を
受
け
て
い
る
方
で
程
度
変
更
し
た
い
方
、

補
装
具
の
交
付
を
希
望
す
る
方
等
（
現
在
治

療
中
の
方
を
除
く
）　

■内
聴
覚
、
肢
体　

■持

印
鑑
、
保
険
証
、
交
付
済
み
の
方
は
身
体
障

害
者
手
帳　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
６

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

特
別
障
害
者
手
当
と
障
害
児

福
祉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

▼
特
別
障
害
者
手
当　

■対
満
20
歳
以
上
で
国

民
年
金
障
害
基
礎
年
金
の
１
級
程
度
の
障
害

が
重
複
す
る
な
ど
の
著
し
い
重
度
の
障
害
状

態
で
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方　

■
給
付
月

額　

２
万
６
、６
２
０
円

▼
障
害
児
福
祉
手
当　

■対
満
20
歳
未
満
で
重

度
の
障
害
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に

お
い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方　

■

給
付
月
額　

１
万
４
、４
８
０
円

▼
共
通　

■問
本
所
福
祉
課
☎
内
線
１
３
７
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ　

■他
診
断

書
が
必
要
で
す
。
視
覚
・
聴
覚
・
肢
体
・
心

臓
・
腎
臓
・
精
神
等
の
障
害
が
該
当
し
ま
す

（
施
設
入
所
や
入
院
し
て
い
る
方
は
該
当
外
）

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

市役所電話番号
　本　　所☎25‐2111　藤島庁舎☎64‐2111　羽黒庁舎☎62‐2111
　櫛引庁舎☎57‐2111　朝日庁舎☎53‐2111　温海庁舎☎43‐2111

健
康
・
福
祉
・
年
金
・
医
療

が
ん
患
者
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
購

入
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

■対
市
内
在
住
で
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
が
ん
と
診
断
さ
れ
、
が
ん
の
治
療
を
受
け

て
い
る　

②
が
ん
の
治
療
に
伴
う
脱
毛
に
よ

っ
て
、
就
労
や
社
会
参
加
等
に
支
障
が
あ

る
、
ま
た
は
支
障
が
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
た

め
、
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
の
装
着
が
必
要
で
あ

る　

③
他
の
法
令
等
に
基
づ
く
助
成
を
受
け

て
い
な
い　

■
助
成
額　

購
入
費
の
２
分
の

１
（
上
限
１
万
円
。
今
年
４
月
１
日
以
降
に

購
入
し
た
も
の
に
限
る
）　

■持
が
ん
の
治
療

を
受
け
て
い
る
こ
と
の
証
明
書
類
（
お
薬
手

帳
、
診
療
明
細
書
等
）、
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ

購
入
時
の
領
収
書
、
保
険
証
ま
た
は
運
転
免

許
証
、
通
帳
、
印
鑑　

■申
申
請
書
を
健
康
課

（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
８
へ　

■他
代
理

申
請
の
場
合
は
委
任
状
及
び
代
理
人
の
本
人

確
認
が
必
要
。
市
HP

40
歳
未
満
の
方
へ 

さ
わ
や
か
健
診
で
健
康
チ
ェ
ッ
ク
！

▼
レ
デ
ィ
ー
ス
健
診　

■日
①
10
月
16
日
○金
・

19
日
○月
午
前
９
時
～
10
時
、
午
後
１
時
30
分

～
２
時
30
分　

②
10
月
22
日
○木
・
23
日
○金
午

後
１
時
30
分
～
２
時
30
分　

■場
①
総
合
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
（
に
こ
♥

ふ
る
）　

②
荘
内
地

区
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー　

■内
・
■費
一
般
健
康

診
査
（
１
、
５
０
０
円
）
…
身
体
計
測
（
身

長
、
体
重
、
腹
囲
）、
血
圧
測
定
、
内
科
診
察
、

心
電
図
、
尿
検
査
（
た
ん
ぱ
く
、
糖
）、
血

液
検
査
（
脂
質
、
肝
機
能
、
貧
血
、
血
糖
）　
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国
民
年
金
保
険
料
の 

学
生
納
付
特
例
制
度

　

20
歳
以
上
の
国
民
年
金
加
入
の
学
生
で
、

収
入
が
一
定
額
以
下
等
の
基
準
に
該
当
す
る

方
は
、
在
学
中
の
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。
今
年
度
の
納
付
特
例
適
用
を
希
望
す

る
方
は
、
早
目
に
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
に
は
年
金
手
帳
と
、
学
生
証
の

写
し
ま
た
は
在
学
証
明
書
等
が
必
要
で
す
。

　

大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
専
門
学
校
、

専
修
学
校
、
各
種
学
校
（
１
年
以
上
の
課
程

に
限
る
）
等
に
在
籍
す
る
学
生
が
対
象
で
、

住
民
登
録
し
て
い
る
市
区
町
村
の
国
民
年
金

窓
口
で
申
請
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
申
請
書

類
に
在
学
予
定
期
間
を
記
入
す
る
と
、
２
年

目
以
降
は
、
学
生
終
了
予
定
の
年
度
ま
で
申

請
書
が
３
月
下
旬
に
住
所
地
へ
郵
送
さ
れ
ま

す
（
学
生
で
あ
る
間
は
、毎
年
申
請
が
必
要
）。

な
お
、
猶
予
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10

年
以
内
に
追
納
で
き
ま
す
。

■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23
‐
５
０
４
０
、
本

所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
１
３
ま
た
は
各
地

域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き

　

国
保
の
加
入
・
脱
退
等
の
手
続
き
は
各
自

で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
無
保
険
の
方
は
い
ま
せ
ん
か　

次
の
方
以

外
は
、
原
則
と
し
て
国
保
に
加
入
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん　

①
会
社
等
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
と
そ
の
扶
養
家
族　

②
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方

③
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▼
二
重
加
入
し
て
い
る
方
は
い
ま
せ
ん
か

国
保
に
加
入
し
て
い
た
方
が
会
社
に
勤
め
た

り
、
勤
め
て
い
る
方
の
扶
養
と
な
っ
た
り
し

て
、
新
た
に
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、

国
保
の
喪
失
届
が
必
要
で
す
。
届
出
を
し
な

い
と
国
保
に
加
入
し
た
ま
ま
と
な
り
、
保
険

料
と
国
保
税
を
二
重
に
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

▼
適
正
な
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
か

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、
国
保
以
外
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
家
族
の
扶
養
と

な
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
健
康

保
険
の
切
替
え
が
で
き
ま
す
。
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
、
家
族
が
勤
め
て
い
る
会
社
等

で
確
認
し
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
内
線
１
２
４
ま
た
は

各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

税平
成
27
年
度
の
市
・
県
民
税
納

税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

▼
給
与
か
ら
の
差
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
方　

５
月
15
日
○金
に
各
事
業
所
へ
発
送
。
各
個
人

に
は
各
事
業
所
が
配
付
し
ま
す

▼
そ
れ
以
外
の
方　

６
月
15
日
○月
に
各
個
人

へ
発
送　

▼
共
通　

■問
本
所
課
税
課
☎
内
線
２
０
１

平
成
26
年
分
の
所
得
・
課
税

証
明
書
を
発
行
し
ま
す

▼
給
与
か
ら
の
差
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
み

の
方　

５
月
15
日
○金
か
ら
発
行

▼
そ
れ
以
外
の
方　

６
月
15
日
○月
か
ら
発
行

▼
授
業
料
免
除
や
奨
学
金
申
請
に
用
い
る
指

定
様
式
の
所
得
・
課
税
証
明
書　

６
月
15
日

○月
か
ら
発
行

▼
共
通　

■申
本
人
確
認
が
で
き
る
証
明
書
類

（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
等
）
を
お
持
ち
の
上
、
本
所
市

民
課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
市
民
福
祉
課
へ

■問
本
所
課
税
課
☎
内
線
２
０
１

平
成
27
年
度
の
軽
自
動
車
税
納

税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

■対
今
年
４
月
１
日
現
在
で
軽
自
動
車
（
バ
イ

ク
や
小
型
特
殊
自
動
車
、
乗
用
の
農
機
具
等

を
含
む
）
を
所
有
し
て
い
る
方　

■
納
期
限

６
月
１
日
○月
（
１
年
分
を
１
回
で
納
付
。
月

割
り
課
税
は
あ
り
ま
せ
ん
。
４
月
２
日
以
降

に
廃
車
や
名
義
変
更
を
し
て
も
27
年
度
分
全

額
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）　

■問
本

所
課
税
課
☎
内
線
２
０
６　

■他
▽
納
税
証
明

書
は
車
検
時
に
必
要
で
す
。
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
（
口
座
振
替
の
方
に
は
６
月
１

日
○月
引
き
落
と
し
の
後
に
送
付
）　

▽
身
体

障
害
者
等
の
減
免
は
、
５
月
15
日
○金
～
29
日

○金
に
同
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
減
免
に

は
障
害
等
級
等
の
条
件
あ
り
。
今
ま
で
減
免

を
受
け
て
い
た
方
は
、
車
が
変
わ
る
な
ど
し

な
け
れ
ば
改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
〈
構
造
を
除
く
〉）　

▽
原
動
機
付
自
転

車
等
の
税
率
引
上
げ
時
期
は
、
27
年
度
か
ら

28
年
度
へ
１
年
延
期
さ
れ
ま
し
た

平
成
27
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

今
年
度
は
、
３
年
ご
と
に
土
地
や
家
屋
の

価
格
を
見
直
す
「
評
価
替
え
」
の
年
で
す
。

▼
土
地
の
評
価
替
え　

宅
地
の
評
価
は
、
地

価
公
示
価
格
の
７
割
を
め
ど
に
評
価
の
均
衡
、

適
正
化
を
図
っ
て
い
ま
す

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ

地域コミュニティ活性化推進委員会
公募委員募集

　地域コミュニティの維持・活性化に向けた
取り組みについて、市民の皆さんの意見を反
映するため、委員を公募します。
◎任　期　平成29年３月まで
◎対　象　市内に在住または通勤・通学して
　いる20歳以上の方で、地域コミュニティ活
　動等の地域活動について知識、経験または
　関心がある方３人程度
◎申込み　６月１日○月 まで応募用紙を本所コ
　ミュニティ推進課☎内線129へ
※応募用紙は同課、各地域庁舎総務企画課に
　設置。市HPにも掲載しています。

地域（藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海地域）ごとに設置します 
鶴岡市地域振興懇談会

公募委員募集

　地域振興や活性化について、地域住民の皆さんの声を施策に
反映するため、各地域振興懇談会委員の一部を公募します。
◎対　象　次の全てに該当する方で各地域振興懇談会４人以内
　①各地域振興懇談会の区域に住所を有している、または各地
　域振興懇談会の区域にある事務所等に勤務している市民の方　
　②今年４月１日現在で満20歳以上の方
◎申込み　５月20日○水 まで申込書を各地域庁舎総務企画課へ
　（郵送は当日必着）。詳細は市HPをご覧ください
　○藤島庁舎同課☎内線212　○羽黒庁舎同課☎内線223
　○櫛引庁舎同課☎内線213　○朝日庁舎同課☎内線307
　○温海庁舎同課☎内線313
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▼
税
負
担
の
調
整
措
置　

固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
負
担
額
が
急
増
し
な
い
よ
う
に
、

ま
た
土
地
の
価
格
に
も
対
応
し
た
仕
組
み
で
、

引
き
続
き
税
負
担
の
均
衡
化
を
図
り
ま
す

▼
家
屋
の
評
価
替
え　

評
価
基
準
の
改
定
に

よ
っ
て
、
全
て
の
家
屋
を
再
計
算
し
て
い
ま

す
。
既
存
の
家
屋
の
評
価
額
は
、
据
え
置
き

ま
た
は
引
下
げ
を
し
て
い
ま
す

▼
新
築
住
宅
の
軽
減　

新
築
後
の
一
定
期
間
、

固
定
資
産
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
軽
減
期
間

満
了
後
は
、
軽
減
分
に
つ
い
て
納
付
額
が
増

え
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ほ
か
に

も
軽
減
の
制
度
が
あ
り
ま
す　

▽
平
成
24
年

～
26
年
に
新
築
し
た
住
宅
…
新
築
後
３
年
間　

▽
平
成
22
年
～
26
年
に
新
築
し
た
３
階
以
上

の
中
層
耐
火
住
宅
等
…
新
築
後
５
年
間　

▼
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す　

土
地
・

家
屋
の
一
筆
・
一
棟
ご
と
の
「
課
税
資
産
の

内
訳
」
を
添
付
し
て
い
ま
す
。
必
ず
課
税
内

容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い　

■
発
送
日　

５

月
15
日
○金　

■対
今
年
１
月
１
日
現
在
の
登
記

簿
や
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
土
地
や
家
屋
等

の
所
有
者
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
る
方　

■

納
期
限　

第
１
期
…
６
月
１
日
○月　

第
２
期

…
７
月
31
日
○金　

第
３
期
…
来
年
１
月
４
日

○月　

第
４
期
…
２
月
29
日
○月　

■問
本
所
課
税

課
☎
内
線
２
０
７　

生
活

相
談
無
料
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す 

行
政
に
関
す
る
相
談
は
行
政
相
談
委
員
へ

　

行
政
相
談
委
員
及
び
総
務
省
山
形
行
政
評

価
事
務
所
で
は
、
国
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
公
庫
等
の

特
殊
法
人
や
独
立
行
政
法
人
等
に
つ
い
て
の

苦
情
や
要
望
、
意
見
等
を
聞
き
、
改
善
す
る

よ
う
働
き
掛
け
ま
す
。

▼
市
内
の
行
政
相
談
委
員
（
敬
称
略
）　

鶴

岡
地
域
…
渡
邉
ゆ
み
（
☎
22
‐
４
０
５
４
）、

升
川
繁
敏
（
☎
23
‐
７
３
１
４
）　

藤
島
地

域
…
池
田
勝
美
（
☎
64
‐
５
２
６
９
）　

羽

黒
地
域
…
髙
田
志
郎
（
☎
62
‐
２
４
５
７
）

櫛
引
地
域
…
澤
川
宏
一
（
☎
57
‐
２
５
５
４
）

朝
日
地
域
…
渡
部
芳
勝
（
☎
53
‐
３
１
０
６
）

温
海
地
域
…
本
間
仁
教
（
☎
44
‐
２
７
７
９
）

▼
山
形
行
政
評
価
事
務
所
（
行
政
苦
情
１
１

０
番
）
☎
０
５
７
０
‐
０
９
０
１
１
０

■問
本
所
市
民
課
☎
内
線
１
５
８

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

住
宅
名

間
取
り
等

戸
数

岡鶴
ち
わ
ら
住
宅
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

３
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

３

美
原
住
宅

２
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

４
階
・
２
Ｋ

１

稲
生
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

３
階
・
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１

東
部
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

大
西
住
宅

１
階
・
３
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

大
山
住
宅

１
階
・
２
Ｄ
Ｋ

（
高
齢
・
障
害
者
向
け
）

１

島藤
ふ
じ
な
み
住
宅
平
屋
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

（
子
育
て
向
け
）

１

日朝
下
名
川
住
宅
平
屋
・
３
Ｄ
Ｋ

１

海温
紅
葉
岡
住
宅
３
階
・
３
Ｋ

１

柳
原
住
宅

３
階
・
３
Ｄ
Ｋ

１

■
入
居
時
期　

７
月
中
旬
以
降　

■申
５
月
１

日
○金
～
21
日
○木
に
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８

３
ま
た
は
各
建
設
事
務
室
（
羽
黒
・
朝
日
・

温
海
庁
舎
）
へ　

■他
入
居
資
格
要
件
が
あ
り
、

調
査
の
上
入
居
を
決
定
し
ま
す
（
子
育
て
向

け
住
戸
は
小
学
生
以
下
の
子
供
が
い
る
世
帯

対
象
）。
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
せ
ん
。
応

募
が
な
か
っ
た
住
戸
は
落
選
者
を
対
象
に
２

次
抽
せ
ん
を
行
い
ま
す
。
一
部
住
戸
は
世
帯

状
況
に
応
じ
た
優
先
選
考
で
す

空
き
家
バ
ン
ク
活
用
補
助
金

の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

移
住
希
望
者
や
若
者
・
新
婚
世
帯
等
が
、

来
年
１
月
31
日
○日
ま
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
つ
る

お
か
ラ
ン
ド
・
バ
ン
ク
が
実
施
す
る
空
き
家

バ
ン
ク
事
業
を
利
用
し
て
空
き
家
を
購
入
ま

た
は
賃
貸
借
し
、
改
修
す
る
場
合
（
そ
の
他

要
件
あ
り
）に
、改
修
工
事
費
を
補
助
し
ま
す
。

■
対
象
工
事　

補
助
金
申
請
後
に
着
工
し
来

年
2
月
29
日
○月
ま
で
完
了
す
る
、
台
所
、
ト

イ
レ
、
浴
室
等
の
水
回
り
工
事
、
ま
た
は
内

装
、
屋
根
、
外
壁
、
電
気
配
線
、
基
礎
等
の

改
修
工
事　

■
補
助
金
額　

対
象
経
費
の
６

分
の
１
～
３
分
の
２
（
上
限
10
万
円
～
40
万

円
。
世
帯
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）　

■申
来

年
２
月
１
日
○月
ま
で
本
所
建
築
課
☎
内
線
４

８
３
へ
（
た
だ
し
、
申
請
額
が
予
算
額
に
到

達
次
第
、
終
了
し
ま
す
）　

■他
市
HP

老
朽
危
険
空
き
家
の 

寄
附
受
付
に
つ
い
て

　

指
定
区
域
内
に
あ
る
老
朽
危
険
空
き
家

（
不
良
住
宅
）
に
つ
い
て
、
市
が
寄
附
を
受

け
て
解
体
・
整
地
し
た
土
地
を
活
用
し
、
若

者
世
帯
や
移
住
希
望
者
の
居
住
促
進
を
図
る

事
業
を
実
施
し
ま
す
。
市
税
等
滞
納
の
な
い

方
が
所
有
す
る
不
良
住
宅
で
あ
る
こ
と
等
の

要
件
が
あ
り
、
調
査
の
上
判
定
し
ま
す
。

■
指
定
区
域　

本
町
一
丁
目
・
二
丁
目
・
三

丁
目
、
三
和
町
、
三
光
町
、
双
葉
町
、
千
石
町
、

昭
和
町
、
大
東
町
、
神
明
町
、
錦
町
、
上
畑
町
、

山
王
町
、
泉
町
、
若
葉
町
、
家
中
新
町
、
馬

場
町
、
大
宝
寺
町
、
末
広
町
、
日
吉
町
、
宝

町
、
鳥
居
町
、
新
海
町
、
大
西
町　

■申
５
月

１
日
○金
～
８
月
31
日
○月
に
本
所
建
築
課
☎
内

線
４
８
３
へ

プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券 

取
扱
加
盟
店
募
集

　

地
元
消
費
の
拡
大
、
地
域
経
済
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、
鶴
岡
商
工
会
議
所
、
出
羽
商

工
会
及
び
市
が
６
月
に
発
行
す
る
予
定
の

「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
」
取
扱
加
盟
店

を
募
集
し
ま
す
。
発
行
総
額
は
12
億
円
で
す
。

■対
①
…
同
会
議
所
会
員　

②
…
同
商
工
会
会

員　

③
…
①
②
の
会
員
以
外
で
市
内
に
本
店

を
置
く
事
業
所　

■申
①
同
会
議
所
☎
24
‐
７

７
１
１　

②
同
商
工
会
本
所
☎
64
‐
２
１
３

０
ま
た
は
各
支
所
へ　

③
本
所
商
工
課
☎
内

線
５
６
３
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ

■他
加
盟
条
件
あ
り
。
市
HP

要
件
を
満
た
す
新
規
就
農
者
に
最
長
５
年
間
給
付 

青
年
就
農
給
付
金
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

■申
６
月
15
日
○月
ま
で
本
所
農
政
課
☎
内
線
５

５
５
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ　

■他
要

件
等
詳
細
は
、
農
林
水
産
省
HP
「
青
年
就
農

給
付
金
」
ま
た
は
市
HP

鶴
岡
市
水
資
源
保
全
地
域
に
係
る
指
定

予
定
地
域
の
告
示
・
図
面
等
の
縦
覧

　

水
資
源
保
全
の
た
め
に
、
土
地
の
取
引
や

利
用
に
関
し
手
続
き
が
必
要
と
な
る
指
定
予

定
地
域
の
図
面
等
を
、
５
月
８
日
○金
～
21
日

■日＝日時・期日・期間　■時＝時間　■場＝場所・会場　■定＝定員　■対＝対象・資格　　　　　　　　　■内＝内容　■師＝講師・指導　■費＝費用・料金　■持＝持ち物　■問＝問合せ　■申＝申込み　■他＝その他　HP＝ホームページ
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○木
に
山
形
県
環
境
企
画
課
、
庄
内
総
合
支
庁

環
境
課
及
び
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
で
縦
覧

し
ま
す
。
期
間
中
、
住
民
及
び
利
害
関
係
者

は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
９
７

土
砂
災
害
に
よ
る
被
害
の
未
然
防
止
を
図
り
ま
す 

土
砂
災
害
危
険
区
域
実
態
調
査

　

鶴
岡
地
域
で
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。
調

査
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■日
５
月
13
日
○水
〜
22
日
○金　

■問
本
所
防
災
安

全
課
☎
内
線
１
９
９

５
月
30
日
は 

ご
み
ゼ
ロ
の
日
で
す

　

ご
み
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル

推
進
等
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。
不
法
投
棄
や
ポ

イ
捨
て
を
な
く
し
、
き
れ
い

な
鶴
岡
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
鶴
岡
ご
み
ゼ
ロ
大
作
戦

■日
５
月
30
日
○土
午
前
10
時

（
小
真
木
原
公
園
中
央
駐
車

場
集
合
）　

■内
市
内
各
地
の

公
園
等
の
清
掃　

■問
廃
棄
物

対
策
課
☎
内
線
６
７
７

「
事
業
系
ご
み
」は
ご
み
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
は
出
せ
ま
せ
ん

　

会
社
や
商
店
等
の
事
業
活
動
に
伴
う
廃
棄

物
で
、「
も
や
す
ご
み
（
特
別
な
物
を
除
く
）」

以
外
は
「
産
業
廃
棄
物
」
と
定
め
ら
れ
て
お

り
、
事
業
者
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
再
資
源
化
に
努
め

る
か
、
産
業
廃
棄
物
処
理
許
可
業
者
に
処
理

を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
一
般
廃
棄

物
で
あ
る
「
も
や
す
ご
み
」
は
、
市
の
ご
み

焼
却
施
設
に
搬
入
す
る
か
、
一
般
廃
棄
物
処

理
許
可
業
者
に
処
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
廃
棄
物
対
策
課
☎
内
線
６
７
７

森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
と

き
は
届
出
が
必
要
で
す

　

個
人
か
法
人
か
に
関
わ
ら
ず
、
売
買
契
約
、

相
続
、
贈
与
、
法
人
の
合
併
等
に
よ
っ
て
、

森
林
（
登
記
上
の
地
目
に
関
わ
ら
ず
都
道
府

県
が
作
成
す
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
森
林
）
の
土
地
を
新
た
に
取
得
し

た
場
合
は
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出
が

必
要
で
す
（
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土

地
売
買
契
約
の
届
出
を
し
た
場
合
は
不
要
）。

面
積
の
基
準
は
な
く
全
て
対
象
で
す
。

■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ

大
切
な
生
命
や
財
産
を
守
り
ま
し
ょ
う 

５
月
は
「
水
防
月
間
」
で
す

　

も
し
も
の
と
き
に
備
え
、
日
頃
か
ら
の
心

構
え
が
重
要
で
す
。
次
の
よ
う
な
確
認
や
準

備
を
し
て
水
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

▽
テ
レ
ビ
等
の
気
象
情
報
に
留
意
し
ま
し
ょ

う　

▽
避
難
場
所
・
避
難
路
を
確
認
し
ま
し

ょ
う　

▽
非
常
持
出
品
を
準
備
し
ま
し
ょ
う

　

ま
た
、
農
業
用
水
の
通
水
が
始
ま
り
、
水

か
さ
が
増
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
近
年
、
局

地
的
な
集
中
豪
雨
が
頻
発
す
る
傾
向
に
あ
り
、

河
川
や
水
路
の
急
な
増
水
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

水
難
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
心
掛
け
る
と
と

も
に
、
危
険
な
場
所
で
遊
ん
で
い
る
子
供
を

見
掛
け
た
ら
注
意
す
る
な
ど
、
地
域
ぐ
る
み

で
水
の
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
８
５

毎
日
が
防
犯 

気
を
つ
け
よ
う

み
ん
な
で
犯
罪
被
害
防
止
！

　

春
は
開
放
的
な
気
分
に
な
る
と
と
も
に
、

外
出
の
機
会
も
増
え
て
犯
罪
が
多
発
す
る
傾

向
が
あ
り
ま
す
。

▽
振
り
込
め
詐
欺（
オ
レ
オ
レ
詐
欺
）　

▽
住

宅
侵
入（
空
き
巣
）　

▽
不
審
者
の
声
掛
け
・

連
れ
去
り　

▽
ス
ト
ー
カ
ー
・
チ
カ
ン
・
ひ

っ
た
く
り　

▽
車
上
狙
い
・
自
転
車
盗
難

　

少
し
で
も
不
審
に
思
っ
た
ら
鶴
岡
警
察
署

☎
28
‐
０
１
１
０
へ
。

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
８
５

５
月
11
日
○月
～
20
日
○水
に「
春
の
交
通

安
全
県
民
運
動
」が
実
施
さ
れ
ま
す

 

「
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
」
を

運
動
の
基
本
に
、
春
の
交
通
安
全
県
民
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
春
は
歩
行
者
や
自
転
車

利
用
者
の
行
動
が
活
発
に
な
り
ま
す
。
自
転

車
の
安
全
利
用
と
歩
行
者
保
護
を
心
掛
け
、

交
通
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
内
線
１
６
３

５
月
・
６
月
は
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
が
餌
を
求
め
て
行
動
す
る
季
節 

熊
の
出
没
に
注
意
！

　

夕
方
〜
早
朝
は
人
里
に
出
没
す
る
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す
。
山
や
山
際
の
農
地
に
出

掛
け
る
際
は
、
鈴
・
笛
・
ラ
ジ
オ
な
ど
音
の

出
る
も
の
を
携
帯
し
、
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
山
や
農
地
に
生
ご
み
等
を

放
置
す
る
こ
と
は
、
熊
や
猿
を
呼
び
寄
せ
る

原
因
と
な
り
ま
す
の
で
、
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

熊
を
見
掛
け
た
場
合
は
、
駐
在
所
（
警
察

署
）、本
所
農
政
課
☎
内
線
５
５
２
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
産
業
課
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

山
火
事
注
意
！ 

多
発
時
期
で
す 

伝
え
よ
う 

森
の
大
事
さ 

火
の
怖
さ

　

山
火
事
の
原
因
の
多
く
は
、
た
き
火
・
タ

バ
コ
・
火
入
れ
の
不
始
末
で
す
。
行
楽
や
山

菜
採
り
で
山
林
に
入
る
と
き
は
、
火
の
取
扱

い
に
十
分
注
意
し
、
山
火
事
に
よ
る
山
林
の

損
失
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
山
林
へ
の

火
入
れ
は
許
可
が
必
要
で
す
。
実
施
予
定
日

の
７
日
前
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■申
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
内
線
５
５
９
ま

た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
課
へ

人
と
動
物
が
気
持
ち
よ
く
共
生
で
き
る
ま
ち
に 

愛
犬
の
散
歩
の
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

誰
し
も
自
宅
付
近
で
お
し
っ
こ
や
ふ
ん
を

さ
れ
る
の
は
嫌
な
も
の
で
す
。
お
互
い
が
気

持
ち
よ
く
暮
ら
せ
る
ま
ち
に
し
ま
し
ょ
う
。

▽
愛
犬
の
ト
イ
レ
は
散
歩
に
出
掛
け
る
前
に

自
宅
敷
地
内
で
済
ま
せ
ま
し
ょ
う　

▽
外
で

し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
た
め
に
、
ふ
ん
を
持

ち
帰
る
袋
と
、
お
し
っ
こ
を
流
す
水
（
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
等
）
を
持
っ
て
出
掛
け
ま
し
ょ
う
。

河
川
敷
や
側
溝
、
雪
の
中
等
へ
の
放
置
は
厳

禁
で
す　

▽
小
さ
な
犬
も
必
ず
リ
ー
ド
等
で

つ
な
い
で
歩
き
ま
し
ょ
う

■問
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
内
線
３
６
３

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法 

全
国
一
斉
パ
ト
ロ
ー
ル

　

市
で
は
、
５
月
に
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
に

基
づ
く
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
建
築

物
等
の
解
体
時
に
は
届
出
を
し
、
木
材
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
等
の
分
別
解

体
・
再
資
源
化
を
適
正
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

■問
本
所
建
築
課
☎
内
線
４
８
４

誰かが見ている…不法投棄監視中
不法投棄を見掛けたらご通報くだ
さい　〈廃棄物対策課内「鶴岡市
不法投棄監視通報ネットワーク」
☎22‐2848〉
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